
 

 

 

 

 

第５章 地域の概況 
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第5章 地域の概況 

既存資料の収集・整理により、地域特性を把握した。 

既存資料の調査範囲は、「埼玉県環境影響評価条例」第4条第3項の環境に影響を及ぼす地域に

関する基準に基づき、計画地周辺3kmとし、入間市、飯能市、青梅市、羽村市、瑞穂町（以下、「関

係市町」という。）を基本とした。 

また、項目及び既存資料の内容により、必要に応じて対象範囲を拡大、または縮小した。 



91 
 

図 5-1 地域概況の調査対象範囲 

  




